
 

 

夜間中学シンポジウムの開催結果について 

 

令和５年 12月 18日 

滋賀県教育委員会事務局 

湖南市教育委員会事務局 

１ 趣旨 

  学びの機会確保の必要性や夜間中学の意義、国の動向や滋賀県におけるニーズを紹介する

ことを通して、教育の機会の確保に資する湖南市立夜間中学の在り方について県民に広く周

知する。 

 

２ 開催日時・内容及び参加者数 

 令和５年 12月 16日（土）14：00～16：25 

 サンライフ甲西 大ホール 

 参加者 101名（学校関係 48名、湖南市在住 21名 湖南市以外の県内在住 27名、滋賀県在勤３名、報道関係２名） 

 

３ シンポジウム概要 

（１）プログラム 

【学校説明】湖南市教育委員会事務局 

【講演】テーマ：学びの機会確保の必要性と夜間中学設置の意義について 

    講 師：神奈川大学人間科学部 特任教授 安部 賢一 氏 

【パネルディスカッション】テーマ：滋賀県におけるこれからの夜間中学の在り方 

 ＜コーディネーター＞ 

  滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課夜間中学開設準備室室長 畑  稔彦 

 ＜パネリスト＞ 

  神奈川大学人間科学部 特任教授              安部 賢一 氏 

  湖南市教育委員会 教育長                 松浦加代子 氏 

  甲賀市立水口中学校 校長                 乾  斉司 氏 

  滋賀県教育委員会ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 社会福祉士   幸重 忠孝 氏 

  ＩＮＦＩＮＩＴＹ株式会社 代表取締役           上森 秀夫 氏 

 

（２）パネルディスカッションにおけるパネリストの主な意見 

【テーマ① 滋賀県や湖南市における夜間中学のニーズは？】 

 ・中学校で不登校だった生徒たちの進路先としては、定時制高校や通信制の高校に進学する

ケースや一部家事手伝いという形で卒業していくケースがある。最近は通信制高校のニー

ズも高くなっている。中途で辞めてしまうという生徒もいて、もう一度学び直したいと思

っておられる方がたくさんいるのではないかと思っている。就学年齢を超えた外国籍の人

や昼間に働いている人で、高校を受験するために、中学校卒業の資格を必要としているが、
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諦めておられる方もたくさんいるのではないかと思われる。夜間中学が開設されることで、

こういった方々が中学の卒業資格を得て、高校進学の道が開けるので、たくさんニーズが

あるのではないかと思う。 

 ・滋賀県にはたくさんのブラジルコミュニティがある。以前は出稼ぎで帰ろうとされる方が

多かったが、コロナ以降は９割近くの方々が、日本で生活をする方向に意識が変わったと

私は思っている。県内にはブラジル人学校が３校ある。そこで母国語を中心とした教育を

受けているが、夜間中学で学び直すことは、ブラジル人学校の子どもたちのためにとって

も、素晴らしい取り組みであり、そういった人たちが、夜間中学ができることを知ること

で、応募される人たちは多くなると感じる。 

 ・湖南市を含めて滋賀県にはニーズがある。小中学校では不登校だった人が、定員割れして

いる高校に入学したが、学校に通えず退学するケースがある。そういう人に丁寧にあたっ

ていくことが大事。１つ目は教育の視点から、中学卒業後、進路が未決定という人が、県

内に約 100名いる。そういった人たちに夜間中学があることを提示できることは、すごい

ことだと思う。２つ目は福祉の視点から、要対協の支援は 18 歳になると終わる。毎年お

よそ 200名の支援が終わる。準備期間の一年間に、丁寧に確認をしていけば、夜間中学に

繋がる人が絶対に見つかる。 

 ・湖南市の小中学校全てがコミュニティスクールであり、うちの学校をどういう学校にして

いこうかということを地域の方と一緒に考えている。夜間中学が甲西中学校にできること

で、地域の方とも一緒に考えていくことができると考えている。 

 ・夜間中学のニーズを調べる上では、形式卒業者数等や、先行している自治体を参考に、ど

のぐらいのニーズがあるのかを考えることが大切。来年になって、たくさんの通知を出し

て説明会をやっても、その説明会があることを知らない方がたくさんおられる。今日参加

しておられる方から、夜間中学を必要とされる方に紹介していただくことがすごく大事だ

と思っている。 

 

【テーマ② 一人でも多くの人に夜間中学を知ってもらうには？】 

 ・小中学校の教職員を初め、学校関係者が夜間学級についてしっかりと学んでいくことが大

切である。関わりのある生徒に、「夜間中学に、行ってみたら」と呼びかけることができ

ることも教員の強みである。 

 ・外国の方を雇用されている企業等やその関係者にも、こういった夜間中学の理解を深めて

いくことが大切ではないか。 

 ・オープンスクールが効果的だと思っている。行くと非常にわかりやすくなる。事前に体験

できる機会をつくることが重要ではないかと思っている。 

 ・夜間中学を勧めてもよいかという話をいくつか聞いている。できる限りたくさんの人に、

知っていただくそういう努力をしたいと思っている。 
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【こんな学校になってほしい】 

 ・学ぶ喜びというのを感じてもらえる、体感できるような学級になればよい。昼間に通う生

徒たちにとっても大いに学ぶべき内容になるので、交流する機会をたくさん持てる学校に

していただきたい。 

 ・外国の方が、学ぶ喜びを感じて自分の夢を目標に変えられるような学校になってほしい。 

 ・夜間中学は制度上、給食という仕組みが作れないので、週に１回、部活を終えた子や地域

の方が一緒にご飯を食べる等の交流ができるような地域と連携した取組ができると夢が

あってよいのではないか。 

 ・地域の力と今日参加している皆様の力も借りながら、期待に添いたいと思う。 

 ・湖南市に夜間中学ができると、全国で一番小さい都市にできる夜間中学になる。湖南市で

成功することで、どの都市でも設置することができるというようになるのではないか。大

変期待している。 

 

（３）参加者からの主な質問およびパネリストからの回答の概要 

 ・夜間中学での学びは３年間となるのか。 

  →中学校は学校教育法で３年間の学びとなっているが、生徒の状況に応じて編入学するこ

とが可能である。 

 

 ・定員はどれくらいか。 

  →基本方針はまだ決まっていないが、想定としては 30名程度を考えている。 

 

 ・夜間中学が不登校特例校（学びの多様化学校）として学齢期の子どもを受け入れることに

対してどのように考えるか。 

  →不登校生徒に学習する機会を増やすという点ではよいと考えるが、下校時間が遅くなる

といった安全面への配慮等を含めた地域環境を考慮する必要がある。学齢期の生徒を受

け入れる場合は、時間数確保の観点から夜間に限らず午後からの授業と夜間の授業を組

み合わせる等の工夫が求められるのではないか。 

 

 ・待ちに待った夜間中学であり、湖南市が手を挙げてくれたことに感謝している。今後県内

の外国人学校と連携していくことを期待する。 

  →川崎市立西中原中学校も連携していた。連携していく視点は大切である。 

 

（４）参加者アンケート回答結果の概要 

  回答者数 50名 

 【あなたの所属】地域  湖南市 21名 

             湖南市外 19名（大津・野洲・栗東・草津・近江八幡・甲賀） 

             無回答 10名 
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         所属等 夜間中学の対象者２名 

             夜間中学の対象者の支援者・保護者等１名 

             学齢期の不登校生徒の支援者・保護者等３名 

             学校関係者９名、教育委員会（県２名・市町４名） 

             行政関係（県１名・市町５名）、一般５名 

             県会議員１名、市議会議員１名 

             その他４名（民生委員・SSW・SSW実習生） 

             無回答 12名 

 

 【シンポジウムの開催をどのような方法で知りましたか（複数回答）】 

   チラシを見た 27名 

   新聞に掲載された広告や記事を見た ４名 

   ホームページを見た ７名 

   知り合い等に紹介してもらった 12名 

   その他 ５名（市の広報、教職員組合のチラシ、幸重さんからの紹介、かみやんど、 

カリーニョ、議会で聞いた） 

 

 【シンポジウムの内容についていかがでしたか】 

  ・講演 

とてもよかった 37 名 よかった 10名 あまりよくなかった０名 よくなかった１名 

  ・パネルディスカッション 

とてもよかった 26 名 よかった 13名 あまりよくなかった２名 よくなかった０名 

 

 【シンポジウムに参加して今感じていることをお聞かせください（複数回答）】 

   夜間中学を必要としている人に伝えたい 26名 

   湖南市に開設される夜間中学に入学したい ２名 

   来年８月に開催予定の学校説明会に参加してみたい ２名 

   自分ができる範囲で夜間中学を支援したい 25名 

   その他 ９名 （現場で広める。夜間中学の実態がわかった。ポルトガル語を使って手

助けしたい。勤務したい。働きたい。学齢期生徒の入学も認めてほし

い。見守っていきたい。一人でも多くの方に知っていただきたい。で

きるだけのことは努めたい。） 

 

 【感想等（抜粋）】 

シンポジウムについて 

・ 具体的なデータから学習の保障がされていない、されるべき人がいかに多いのかがよ

くわかった。多くの方に呼びかけていきたい。 
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・ 自分が働く地域でも不登校生徒が多く、そういった生徒も幸せになるにはどうしたら

いいのだろうかと悩んでいます。夜間中学がそういった生徒の幸せの支援ができるの

であればこれからも自分自身がまず支援していきたい。 

・ 色んな立場の方が協力して夜間中学校を良いものにしていこうとしている雰囲気も伝

わってきて、胸が熱くなりました。別室や日本語指導に関わっている者として、甲西

中学校夜間学級にますます期待が膨らみました。開校が待ち遠しいです。 

・ フロアからの発言をもっと早いうちに収集してほしかったです。 

 

期待すること 

・ 夜間中学が特別な学級とならずに、昼間の学級とも交流があることを望みます。 

・ 支援を必要とする人、きっかけを見つけようとしている人が、学びたい、変わりたい

と思った「やる気」が出たときにスタートできる場として頑張ってほしいです。 

・ 支援が必要かと思う子どもたちに声かけをしようと思います。安部先生の講話にあり

ましたように、母語が不十分でも、日本語が共通語になっている、夜間中学の取組の

成果だと思います。是非ともオープンスクールを開催ください。 

 

その他 

・ 湖南市に夜間中学が開設という話を聞き、私はすぐに決意しました。残りの人生、学

びなおしたい、学ぶ楽しさを感じたい、その思いでいっぱいです。 

・ 資格も何もない私ですが、ポルトガル語を使って手助けできれば幸いです。 
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や かん ちゅう がく

夜間中学シンポジウム

れい わ ねん がつ にち ど

令和５年12月16日（土）
14:00～16:２0

かい じょう

（開場：13:30)

や かん ちゅう がく

夜間中学とは？

ぎ む きょういく み しゅうりょう がくれい けいか ひと ふ とう こう

義務教育未修了の学齢経過した人や、不登校
さま ざま じ じょう じゅうぶん きょういく う

などの様々な事情により十分な教育を受けられ
ちゅうがっこう そつぎょう ひと ぎ む きょういく う

ないまま中学校を卒業した人や、義務教育を受
がい こく せき ひと まな なお ば

けられなかった外国籍の人などの学び直しの場です。

さん か む りょう

参加無料

きょう さい こ なん し きょう いく い いん かい し が けん きょう いく い いん かい

共催：湖南市教育委員会・滋賀県教育委員会
と あ さき こ なん し きょう いく い いん かい じ む きょく がっ こう きょう いく か でん わ

問い合わせ先：湖南市教育委員会事務局 学校教育課 電話：０７４８ー７７－７０１１

や かん ちゅう がく

～夜間中学ってどんなところ？～

定員１００名

たいしょうしゃ し が けんないざいじゅう かた ざい きん かた や かんちゅうがく にゅうがく けん とう かた か ぞく

【対象者】 滋賀県内在住の方・在勤の方・夜間中学の入学を検討している方・またはそのご家族
もうし こみ うらめん らん

【申 込】 裏面をご覧ください。

てい いん

こう せい だい

サンライフ甲西 大ホール
こ なん し ちゅう おう いっ ちょう め

（湖南市中央一丁目１－１）

こう し

～講師～
あ べ けん いち し

安部 賢一氏
か な がわ だい がく とく にん きょう じゅ

神奈川大学 特任教授
かわ さき し りつ にし なか はら ちゅう がっ こう

川崎市立西中原中学校
や かん ちゅう がく もと こう ちょう

（夜間中学）元校長

１５：３０～ パネルディスカッション
し が けん や かん ちゅう がく あ かた

「滋賀県におけるこれからの夜間中学の在り方」

パネリスト
か な がわ だい がく とく にん きょうじゅ

〇神奈川大学特任教授
あ べ けん いち し

安部 賢一 氏
こ なん し きょう いく ちょう

〇湖南市教育長
まつ うら か よ こ し

松浦 加代子 氏
こう か し りつ みな くち ちゅう がっ こう ちょう

〇甲賀市立水口中学校長
いぬい ひと し し

乾 斉司 氏
し が けん きょう いく い いん かい

〇滋賀県教育委員会スクールソーシャルワーカー
ゆき しげ ただ たか し

幸重 忠孝 氏
かぶ しき がい しゃ だいひょう とり しまり やく

〇インフィニティ株式会社 代表取締役
うえ もり ひで お し

上森 秀夫 氏
へい かい

１６：２０～ 閉会
へい かい ご き ぼう しゃ こ べつ そう だん かい

※ 閉会後、希望者には個別相談会

うけ つけ

１３：３０～ 受付
かい かい

１４：００～ 開会あいさつ
や かん ちゅう がく せつ めい

１４：０５～ 夜間中学についての説明
こう えん

14：２０～ 講演
まな き かい かく ほ ひつ よう せい

「学びの機会確保の必要性と
や かん ちゅう がく せっ ち い ぎ

夜間中学設置の意義について」

日時
にち じ

会場
かい じょう

めい

に じ あん ない

（二次案内）
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学びの機会確保の必要性と
夜間中学設置の意義

神奈川⼤学⼈間科学部 安部賢⼀
2023年12月16日／サンライフ甲西

1

略歴
1958年生まれ

1985年〜 民間企業等を経て公立学校教員

1994年〜 文部科学省在外教育施設派遣教員

2004年〜 教育委員会事務局、総務局等で行政職
＊不登校対策、支援教育の構築、

こども・子育て施策に関わる

2013年〜 公立中学校長

＊通級指導教室、適応指導教室、
夜間学級、相談指導学級に関わる

2022年〜 神奈川大学特任教授

＊教育課程論、教職論等を担当

2

夜間中学とは

3

はじめに、ある夜間中学の様⼦を動画でご紹介します。

4
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定時制⾼校（夜間）の中学校版ですか︖
その通りです。⼣⽅から夜にかけて授業を⾏なっているクラス（夜間学級）がある中学校のことです。

しかし、現役中学⽣が就労するためではなく、対象は就学義務年齢を過ぎた⼈たち（学齢超過者）です。

あまり聞かない（⾒たことがない）のはなぜ︖
戦後まもなくまでは全国にありましたが、⾼度経済成⻑とともに需要が少なくなったこと。学齢期の

⼦どもの就労を助⻑するとして1966年に⾏政管理庁から廃⽌勧告が出され、閉級が相次いだからです。
廃⽌勧告後もわずかに残った夜間中学では、義務教育を受けられなかった学齢超過者や外国籍の⼈々

を対象に教育が続けられ、その様⼦は映画「学校」（1989年松⽵）で広く知られるようになりました。

再び、夜間中学が注⽬されているのはなぜ︖
⼩・中学校を卒業しなった⼈、卒業したけれど不登校などの理由で実質的に教育を受けていない⼈、

⽇本で暮らす外国籍の⼈など、義務教育段階の教育を必要としている学齢を過ぎた⼈たちに対して、就
学する機会を提供することが、国や地⽅公共団体の責務とする法律（2016年教育機会確保法）ができ、
全国各地で設置が進んでいるからです。

今まで、そうした⼈たちにはどうしていたの︖
公⽴の夜間中学のない地域では⺠間のボランティア（⾃主夜間中学）が授業を⾏ったり、識字学級など
社会教育の⼀環として学習の場を提供していました。しかし、そうした場では読み書きなどは学習でき
ましたが、現役中学⽣が学ぶような義務教育の環境からは程遠いものがありました。

夜間中学って… 素朴な疑問

5

戦後まもなくの夜間学級開級の様⼦

川崎市⽴塚越中学校（1953年5⽉11⽇）

6

戦後の夜間学級の変遷

１. 戦後の混乱期（ca.1947〜1954）  
     経済的困窮等により学校に通えない学齢⽣徒の存在、その救済として現場主導で開設が進む。

2. ⾼度経済成⻑期（ca.1955〜1969）  
    ⽣徒数が急減。学齢⽣徒の就労を助⻑するとして、1966 年に⾏政管理庁による早期廃⽌勧告。

3. ⼊学者の変容期（ca.1970〜1998）  
    対象⽣徒が学齢超過者中⼼になり、在⽇韓国・朝鮮⼈、引き上げ帰国者、移⺠、難⺠が増加。

４. グローバリゼーション期（ca.1999〜2018）  
    ⽇本⼈学齢超過者、在⽇、引揚者が減少。新渡⽇外国⼈（外国⼈労働者とその⼦⼥）が増加。

５. 設置推進への転換期（ca.2019〜）  
    不登校⽣徒の教育保障問題等を受けて2016年に教育機会確保法が成⽴。政府が設置推進に⽅針転換。

※浅野慎⼀（神⼾⼤学）の分類を参考に作成

7

H28教育機会確保法成⽴

H31法制化後初の設置（川⼝市・松⼾市）

R7 滋賀県初
の夜間学級を
湖南市が設置S28設置ピーク時(89校5,200⼈)

S41⾏政管理庁による早期廃⽌勧告

S43規模最⼩時(21校400⼈)

S50設置校27校(約2,000⼈)

S58設置校34校(約3,000⼈)

H18⽇弁連による義務教育を
受ける権利保証に関する意⾒書

H26議員連盟設⽴

◉

戦後の夜間学級設置校数の推移

8
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R4北海道

R5宮城県

R2茨城県

H31千葉県

R4福岡県

R3⾼知県 R3徳島県

R4⾹川県R5兵庫県

R5静岡県

H31埼⽟県

R4神奈川県
R5千葉県

夜間中学の設置状況
教育機会確保法成⽴以前は8都府県に31校
成⽴後は17都道府県に44校45箇所（2023年4⽉現在）
今後2025年までに、29都道府県に60校に達する⾒通し

R6

R6R6

2 R7

R6

R6

R6

R6

R6

R7

R7

R7 R7

R7

9

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（2016年12⽉公布）

教育機会確保法とは…

５つの基本理念（第三条）

（１）すべての児童⽣徒が安⼼して教育を受けられる環境の確保

（２）不登校児童⽣徒の個々の状況に応じた⽀援の充実

（３）すべての児童⽣徒が安⼼して教育を受けられる環境の整備

（４）義務教育段階の教育が⼗分受けられなかった⼈への機会確保

（５）国、地⽅公共団体と関係⺠間団体の緊密な連携

➡誰もが過ごし易い学校づくり

➡学外を含めた多様な⽀援体制

➡学校における多様な学習環境

➡必要な⼈への基礎教育の保障

国や地⽅公共団体の責務（第四・五・六条）

教育機会確保のための施策の策定、実施、財政措置

10

教育機会確保法成⽴と夜間中学に関するの政府の動き

• 2016年12⽉「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会
の確保に関する法律」を成⽴（議員⽴法）
• 地⽅公共団体は学齢超過者で就学の機会が提供されなかった者に対し、
夜間その他の特別な時間において就学の機会の提供を講ずる。

• 2018年6⽉「第3期教育振興基本計画」の策定に際しての閣議決定
• 全ての都道府県に少なとも⼀つの夜間中学が設置されるよう促進。

• 2018年12⽉「外国⼈材の受⼊れ・共⽣のための総合的対応策」を関係
閣僚会議で決定
• 新たな在留資格を踏まえた外国⼈の受⼊れ・共⽣のための対応策の中に
夜間中学の設置促進・充実が位置付けられる。

11

• 2019年11⽉「⼦供の貧困対策に関する⼤綱」を閣議決定
• 全ての都道府県、全ての指定都市において夜間中学が設置されるよう促

進、教育活動の充実や受け⼊れる⽣徒の拡⼤を図る。

• 2020年7⽉「経済財政運営と改⾰の基本⽅針（⾻太の⽅針）2020」閣
議決定

• 多様な⽣徒を受け⼊れる夜間中学の設置を促進。

• 2021年1⽉「第204回国会 衆議員予算委員会 総理⼤⾂答弁」
• 「引き続き、夜間中学の教育活動を⽀援するとともに、今後5年間で全
ての都道府県・指定都市に夜間中学校が少なくとも⼀つ設置される、こ
のことを⽬指し、全国知事会や指定都市市⻑会の協⼒を得て、取り組ん
でいきたい。」

12

-12-



2023/12/15

その必要性１

13

不登校にまつわるつぶやきから＜卒業式＞

https://thisway.fun/2020/02/24/unschooling-students-graduation-ceremony/ より

問題の所在

14

この10年間で不登校
が急激に増えた

昨年度（2022年度）全
国で約30万⼈の⼩・中学
⽣が不登校に。

少⼦化に伴い漸減してい
た不登校は、2012年度
を境に増加に転じ、加速
度的に増加。

さらに、2020年のコロ
ナ禍をきっかけに拍⾞が
かかっている。

全国の不登校児童⽣徒数の推移（直近20年）(⼈)

令和4年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）より作成

⼩中合計

中学校

⼩学校

急増する不登校

15

不登校の現状

2022年度（令和４年度）全国の⼩・中学校における不登校の児
童⽣徒数は29万9048⼈*。前年度から22.1%増加し、10年連
続で増加。

⼩学⽣の不登校は10年前の4.9倍。不登校の低年齢化が進⾏。

不登校児童⽣徒の55.4％が年間90⽇以上⽋席、10.7％は出席
⽇数が10⽇以下である。（年間授業⽇数は約200⽇強）

不登校児童⽣徒の38.2%は学校内外での相談や⽀援を受けてお
らず、19.8％は90⽇以上の⽋席者である。

16
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学年別3年推移（2010〜2012年度）(⼈)

かつて不登校は、
中学校の問題だった

⼩学校から中学校に進学
すると不登校の数が3倍
になる「中１ギャップ」
が指摘された。

その原因は⼩学校と中学
校の学校⽣活のギャップ
や学習の難易度、対⼈関
係のストレス、思春期特
有の傾向とされた。

中１ギャップ

不登校の変容

17

学年別3年推移（2020〜2022年度）(⼈)

現在は⼩中を問わず、
義務教育全体の問題に

⼩学校における不登校が
10年前の約5倍（中学校は
２倍）となり「中１ギャッ
プ」が消滅。

今⽇では、不登校は⼩中を
問わず学校や家庭などの⽣
活環境、対⼈関係、発達の
偏りなど原因が個々に異な
り、かつ登校や⽋席に対す
る考え⽅が多様化し、広範
に及んでいる。

不登校の変容

18

独⾃に登校⽀援体制を整備（2013〜）
不登校や教室に⼊れない⽣徒が利⽤する「⽀援室」

を校内に設置。通級指導教室（特別⽀援）と教育⽀援
センター（教育相談）の両機能を有した別室登校拠
点。

勤務校での不登校対策から

19

専⽤のスタッフルームを設置
スタッフは、⽀援教育コーディネータ（教員）を筆頭に、スクールカウンセラー、⼤学⽣ボラ

ンティア、空き時間の教員など。この部屋で対象⽣徒の情報を管理し、モニタリングします。

⽀援教育コーディネーター

スクールカウンセラー

家庭訪問相談員

学⽣ボランティア

教員
教員

20
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教室復帰を果たした要観察⽣徒

まったく登校できない不登校⽣徒

週１〜⽉１のペースで別室登校する⽣徒

毎⽇〜週に数⽇のペースで別室登校する⽣徒

要⽀援⽣徒の⼀括管理
不登校⽣徒は従来の⽣徒指導の枠組ではなく、集団への適応が難しい⽣徒、学⼒不振の⽣徒

も対象とした「⽀援教育」という新たな枠組で管理します。

21

⽀援教育コーディネーター

臨床発達⼼理⼠

⽀援策のアセスメント
週1回、関係教職員が集まり、要

⽀援⽣徒の現況と⽀援状況を確認。

⽉1回、外部から専⾨家（臨床発
達⼼理⼠、児童精神科医等）を招い
て要⽀援⽣徒のアセスメントと⽀援
策の適正化について検討が⾏われ
る。

養護教諭

教頭⽣担
１年担当

３年担当

２年担当

22

不登校はゼロにはならない
現⾏制度下では対策を徹

底しても規模の⼤きな学校
では2~3％の不登校が出現
する。

全国平均

勤務校

川崎市平均

不登校のまま卒業する
そうした⽣徒の多くが不

登校のまま卒業する。
＜形式卒業＞

環境整備前後の不登校出現率の推移

⽀援の対象から外れる
⾮進学者あるいは⾼校中

退者は所属を失い、⽀援の
対象から外れやすい。

不登校対策の限界

23

学校に来ない⼦どもは不登校だけではない
全国の学校に来ない⼦ども
の⼈数（⻑期⽋席者）

病気      75,597⼈
経済的理由 36⼈
不登校         299,048⼈
感染症回避     23,660⼈
その他      62,307⼈

⻑期⽋席者計 460,648⼈

昨年度、不登校児童⽣徒
は全国に約30万⼈、しか
し、学校に来ない児童⽣徒
は全国に46万⼈存在する。

(⼈)

不登校者数

⻑期⽋席者数

24
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滋賀県における⻑期⽋席・不登校者数の推移
⻑期⽋席者数

不登校者数

滋賀県における⻑期⽋席
者数は不登校の1.7倍

病気    946⼈
経済的理由              0⼈
不登校               3,385⼈
感染症回避    260⼈
その他     1,127⼈

⻑期⽋席者 5,718⼈

滋賀県の公⽴⼩・中学
校では、不登校者の1.7倍
（⼩学校のみでは2倍）の
⻑期⽋席者が存在。この
割合は全国に⽐べても有
意に⼤きい。

(⼈)

25

滋賀県における⻑期⽋席・不登校出現率の全国⽐較

⻑期⽋席（滋賀）

不登校（滋賀）
不登校（全国）

⻑期⽋席（全国）

※滋賀県のデータは公⽴⽴学校、⽂部科学省のデータは国⽴・私⽴を含む

全国に⽐べて不登校の出
現率は低いが、⻑期⽋席
者は同程度出現してい
る。

滋賀県における⻑期⽋席
出現率は、全国と有意な
差は認められない。

昨年度（2022年度）、
滋賀県では、児童⽣徒の
2.9％が不登校、4.8％
が⻑期⽋席をしており、
中学校に限れば、それぞ
れ5.4％, 8.3％である。

26

⽂部科学省の全国調査*によれば、中学校における不登校⽣徒の61.2％は年間に90⽇以上⽋
席し、12.4%は年間の出席⽇数が10⽇以下である。

滋賀県内では今春600⼈**以上の中学3年⽣が年間授業⽇数の半分以上を休み、約150⼈**の
⽣徒がほぼ全⽋席状態で卒業したと推定できる。

これを基に単純計算すると、10年後（2033年）、県内の15歳から29歳までの若者のうち、
約9,000⼈が中学⽣時代に年間授業⽇数の半分以上を⽋席した経験があり、2,000⼈以上が
ほぼ登校せずに卒業した⼈である可能性がある。

＊⽂部科学省「令和4年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等、⽣徒指導上の諸課題に関する調査」より

＊＊不登校だけでなく⻑期⽋席者全体の⼈数に上記を当てはめた推定⼈数

10年後、滋賀県の⻘年の9,000⼈は学校を半分以上休んでいる︖

不登校等により実質的に義務教育課程の教育を受けずに卒業（形式卒業）
した⼈への教育保障ですから、学校環境での教育機会の確保が必要です。

義務教育段階の教育を⼗分に受けられないまま卒業する「形式卒業者」は、仮に単年度の
不登校や⻑期⽋席者数が減ったとしても、その総⼈数は毎年積算されて増えていく。

形式卒業者に必要な教育機会

27

形式卒業者が夜間中学に通う様⼦を動画をご紹介します。

28
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その必要性２

29

国勢調査で明らかになった未就学・中学校未修了者の存在

令和2年度国勢調査

2010年

調査票

2020年

調査票

最終学歴の調査を⼩中別にしたところ
調査結果
中学校未修了者が初めて顕在化

令和２年国勢調査（就業状態等基本集計）の結果（２０２２年５月２７日公表）

未就学者数

中学校未修了者数

30

未就学者数（年齢別）

※ ⼩・中学校に在学したことがない⼈、または⼩学校を中途退学した⼈

中学校未修了者数（年齢別）

※ ⼩学校のみ卒業した⼈、または中学校を中退した⼈を含む

全国に9万5千人、生産年齢の2割が外国人 全国に80万人、生産年齢の5割が外国人

令和2年国勢調査

スケール
に注意

31

未就学者及び中学校未修了者の数（都道府県別）
滋賀県内には未就学者と中学校未修了者を合わせて約1.1万人いる。

令和2年国勢調査より

32
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令和3年度 特別⽀援教育資料（⽂部科学省）

養護学校義務化

就学猶予者・就学免除者の推移

＜令和3年度の内訳＞
病弱・発育不全︓34
少年院等⼊所︓6
重国籍︓3,574
その他︓344

⽂部科学省「特別⽀援教育資料（令和3年度）」より

33

無⼾籍の学齢児童⽣徒の就学状況

1．児童⽣徒の義務教育学校への就学状況 ⼈数 割合
域内の公⽴学校に就学 196 97.5%
区域外の公⽴・その他の学校に就学 5 2.5%
就学していない 0 0%

2. 就学している児童⽣徒の登校の状況 ⼈数 割合
⽀障なく登校している 192 95.5%
就学しているが、⽋席が⽬⽴つ 6 3.0%
就学しているが不登校状態となっている 3 1.5%

3. 未就学期間の有無 ⼈数 割合
あり 4 2.0%
なし 197 98.0%

⽂部科学省「無⼾籍の学齢児童⽣徒の就学状況に関する調査結果」（平成29年度）」より

そもそも無⼾籍状態の⼦どもの数を把握するのは困難。
就学を機に無⼾籍が判明するケースも少なくない。

34

未就学・中学校未修了者の背景
⑴ 戦後の混乱等で就学する機会を逸した人。（今回の国勢調査で顕在化）

⑵ 教育制度の異なる諸外国から来日した人やその家族。

⑶ 養護学校（特別支援学校）を義務教育化する(1979年)前に就学免除、または
就学猶予を受けた人。（特に病弱者）

⑷ 行政からの就学通知がなく、就学する機会を失った無戸籍者。（実数は不明）

⑸ 実際には就学していたが、卒業した認識がない人。

識字学級や⾃主夜間学級等で、ごく基礎的な読み書き、会話の学習経験が
ある⼈もおり、これまでは社会教育がその役割を担っていましたが、義務
教育課程の未修了ですから、学校環境での教育機会の確保が必要です。

未就学・中学校未修了者に必要な教育機会

35

学び直しのために夜間中学に通った卒業⽣の感想を動画でご紹介しま
す。

36
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定時制⾼校に進学して野球部で活躍した
夜間中学卒業⽣の上中別府チエさん

シチズン オブ ザイヤー2013受賞

1930年、⿅児島の農家で7⼈兄弟
の4⼥として⽣まれ、15歳で終戦。
24歳で結婚し川崎市に移住。

夫の死去をきっかけに、翌年76歳
で夜間中学に⼊学、79歳で定時制
⾼校に進学した。

37

その必要性３

38

出⼊国管理法改正と
在留資格の拡⼤

◉少⼦⾼齢化、⽣産年齢の急減を⾒越
した外国⼈労働者の受け⼊れ拡⼤

◉2014年︓在留資格「⾼度専⾨職」の
創設など

◉2016年︓在留資格「介護」の創設な
ど

◉2018年︓在留資格「特定技能１号」
「特定技能２号」の創設など

（出典）

外国⼈居住者の増加

39

滋賀県における外国⼈居住者の市町分布(2022年12⽉)

3,000⼈〜
⼤津市・彦根市・⻑浜市・
草津市・甲賀市・湖南市・
東近江市

1,000⼈〜
近江⼋幡市・守⼭市・
栗東市・愛荘町

500⼈〜
野洲市・⾼島市・   
⽶原市・⽇野町

※最多居住⾃治体は⼤津市の4,910⼈

※昼間⼈⼝は⼤きく異なる可能性が⾼い 滋賀県総合企画部国際課「県内外国⼈⼈⼝」より

滋賀県 36,153人（2022年12月）

＜参考＞

奈良県 15,394人（2022年12月）
※奈良県には夜間中学が３校

兵庫県 123,125人（2022年12月）
※兵庫県には夜間中学が４校

40
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滋賀県「住⺠基本台帳における滋賀県内外国⼈⼈⼝（平成24年12⽉末）〜（令和3年12⽉末）」よ
り

2022年12⽉時点で県内に36,158⼈

滋賀県総合企画部国際課「県内外国⼈⼈⼝」より

滋賀県における市町別外国⼈居住者の推移

◉

◉

◉

◉
◉

◉
◉

◉

◉

◉

◉
◉

◉ ◉
◉

◉ ◉
◉

◉2022年

◉

41

滋賀県「住⺠基本台帳における滋賀県内外国⼈⼈⼝（令和3年12⽉末）」よ
り

県平均2.56%

6.43%

滋賀県における市町別外国⼈居住者の割合（2022年12⽉）

滋賀県総合企画部国際課「国籍別滋賀県内外国⼈⼈⼝」より

42

出⼊国管理法改正

在県外国⼈は増加と多様化が進んでいる

滋賀県における国籍別外国⼈居住者数の推移

43

滋賀県における国籍別外国⼈居住者数（2022年12⽉)

滋賀県総合企画部国際課「国籍別滋賀県内外国⼈⼈⼝」より

44
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学齢相当の外国籍児童⽣徒の就学状況（2022年度）

区分

就学者数 不就学・その他

合計①義務教

育諸学校

②外国人

学校等
計 ③不就学

④出国・

転居（予
定含む）

⑤就学状

況確認で
きず

計

小学生相当 82,302 6,275 88,577 525 2,351 4,348 7,224 95,801
構成比(%) 85.9 6.6 92.5 0.5 2.5 4.5 7.5 100.0

中学生相当 33,986 2,905 36,891 253 921 2,327 3,501 40,392
構成比(%) 84.1 7.2 91.3 0.6 2.3 5.8 8.7 100.0

合計 116,288 9,180 125,468 778 3,272 6,675 10,725 136,193
構成比(%) 85.4 6.7 92.1 0.6 2.4 4.9 7.9 100.0

⽂部科学省「外国⼈の⼦供の就学状況等調査（令和4年度）」より

外国籍児童⽣徒の不就学数は、630⼈（2019年度）、649⼈（2021年度）、778⼈（2022年
度）と外国⼈居住者の増加に伴って増えている。

45

夜間中学の⼊学理由

外国⼈が⽇本社会で⽣活や就労するにあたって、共通⾔語や⽂化・習慣を
⾝につける場として、義務教育段階の学校における教育の機会が必要です。

夜間中学への⼊学理由 ⽇本⼈
（⽇本国籍を有する⼈）

外国⼈
（⽇本国籍を有しない⼈）

中学校の学⼒を⾝につけるため 45.３% 11.9％
⽇本語が話せるようになるため 1.７% 27.9％
⾼等学校に⼊学するため 17.５% 17.4％
読み書きができるようになるため 8.３% 18.1％
中学校の教育を修了しておきたいため 13.３% 8.0％
職業資格を取得するため 10.０% 0.9％
⽇本⽂化を理解したいため 0.２% 1.4％
その他 11.８% 14.3％

①
①

②
② ③

③

「令和4年度夜間中学等に関する実態調査」（文部科学省）より

外国籍居住者に必要な教育機会

46

外国籍の⽣徒による夜間中学で学んだ感想を動画でご紹介します。

47

日本の義務教育を必要

としている外国人たち

（日本語習得を含む）

不登校等により実

質的に中学校教育
を受けずに卒業し
た人たち
（形式卒業者）

何 ら かの事情で

小・中学校を修了
できなかったり、学
び直しが必要な人
たち（未就学者等）

現在の在籍⽣徒
の約7割を占め、
今後も増加する。

現在は少ないが
今後は確実に増
加が⾒込まれる

⼈数は少な
いが⼀定数
が常に存在

こんな⽣徒が対象です。

48
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夜間中学⼊学者の内訳

「令和4年度夜間中学等に関する実態調査」（文部科学省）より

2019年2022年

（外国籍居住者等）

（形式卒業者等）

（未修了者等）

（外国籍居住者等）

（形式卒業者等）

（未修了者等）

グローバリゼーション
期（1999-2018年）
に多かった外国⼈居住
者の割合が、設置推進
への転換期（2019-）
に移り、教育機会確保
法の周知とともに形式
卒業者の⼊学割合が確
実い増えている。

49

・不登校による形式卒業者への教育補償
・中⾼齢者の義務教育未修了者の顕在化
・⼊管法改正に伴う外国⼈労働者の増加

学齢超過者※に対して義務教育段階の
普通教育を提供するしくみ

⽇本国憲法第⼆⼗六条で保障された教育を受ける権利を享受するために

夜間中学とは

等を背景に

ニーズがあるならその多寡によらず必要な器、それが夜間中学であ
り、基礎教育（⽣きるための学び）のセーフティーネットです。

※国では学齢期の児童⽣徒の学びの場として提供することも想定しています。

50

（参考）
夜間中学の運用例

51

夜間学級の
⽇課時程

項⽬ 時刻 内容

登校 17:30 着席完了

短学活 17:30〜
17:35

諸連絡・確認

１校時 17:40〜
18:25

授業

２校時 18:25〜
19:10

授業

⼣⾷・休憩 19:10〜
19:30

補⾷給⾷（パンと⽜乳）

３校時 19:35〜
20:20

授業

４校時 20:20〜
21:05

授業

清掃・学活 21:05〜
21:15

清掃後、諸連絡・確認

完全下校 21:30 閉⾨

夜間学級の⽇課時程は1⽇に3
〜4コマ、1授業単位も30〜
45分と、学校によりさまざま
です。中学校学習指導要領で
は、1授業単位50分で週29時
間、年間35週（1015時間）
を標準としていますが、⻄中
原中学校夜間学級では1授業
単位45分で週20時間、年間
38週（760時間）です。 2022年4⽉ ,⻄中原中学校

52

-22-



2023/12/15

53

夜間学級の
教育課程
学
年 コース 国

語
社
会

数
学

理
科

⾳
楽

美
術

保
体

技
家

英
語

⽇本語 道
・

学
・

総

合計読
む

書
く

会
話

⽂
法

１
年

Aコース 3 2 3 2 1 1 1 1 4 - - - - 1 20

Bコース - - - - 1 1 1 1 - 3 4 3 4 1 20

２
年

Aコース 3 2 3 2 1 1 1 1 4 - - - - 1 20

Bコース 3 2 3 2 1 1 1 1 4 - - - - 1 20

３
年

Aコース 3 2 3 2 1 1 1 1 4 - - - - 1 20

Bコース 3 2 3 2 1 1 1 1 4 - - - - 1 20

夜間学級の教育課程も学校によりさまざまです。⻄中原中学
校では可能な限り学習指導要領に近づけるよう編成したA
コースと⽇本語の不⾃由な⽣徒のためのBコースがあります
が、⼊学時に2,3年⽣に編⼊するケースも少なくありません。

2022年4⽉ ,⻄中原中学校

54

55

夜間学級の
施設・設備

教室名 数 授業⽤途

専
⽤

普通教室 1 社会,⾳楽,美術,道徳,特活,総合

少⼈数教室 1 国語,数学,英語,⽇本語

職員室 1

教材室 1

共
⽤

普通教室 3 国語,数学,英語,⽇本語

少⼈数教室 3 ⽇本語

特別教室* 6 理科,技術•家庭,特活,総合

体育館,格技室 2 保健体育

*理科室,⽊⼯室,調理室,被服室,コンピュータ室,多⽬的室

夜間学級の施設・設備の状況
は、その設置形態に左右され
ます。⻄中原中学校は夜間学
級併設校のため多くの教室を
昼の学齢期⽣徒と共⽤してい
ますが、使⽤する時間帯が異
なるため授業に⽀障が⽣じる
ことはありません。⼀⽅、分
校や単独校では学校としての
施設・設備をひと通り揃える
必要があります。 2022年4⽉ ,⻄中原中学校

56
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夜間学級
卒業⽣の進路

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

卒業⽣総数 7 3 6 7 7 4 11 4 7 5

うち⽇本国籍所有者 2 1 1 2 4 3 1

男性 / ⼥性 5 / 2 1 / 2 4 / 2 3 / 4 1 / 6 3 / 1 1 / 10 2 / 2 4 / 3 3 / 2

進
路

公⽴(全)⾼校進学 2 2 2 1 1

公⽴(定)⾼校進学 3 1 4 4 1 2 5 1 5 3

私⽴⾼校進学 2

進学せず就労継続 2 2 1 3 1 2

進学せず家事継続 1 4 2 1 1

帰国 1 1

夜間学級卒業後の進路状況は学校によらず似ています。
⻄中原中学校の場合、過去10年間で⾼校進学者は全体
の64%でした。⾼校進学を⽬的に⼊学した⽣徒でなく
とも、学ぶうちに進学を志すことも少なくありません。

58

59

ご清聴ありがとうございます END
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